
令和８年度御殿場こだわり推奨品 認定登録募集 
【御殿場こだわり推奨品 Ver.2募集要項】 

 

１．目  的  

  御殿場市商工会が、市内事業者がこだわりをもって提供する食品を「御殿場こだわり推奨品」として認定し、 

  これによる販路拡大や品質の向上を目指すとともに、地域産業に根差した商品として育成していくことにより、 

  当市を市内外にアピールすることを目的とする。  

 

２．募集期間  

  令和７年１１月１日（土）～令和７年１１月３０日（日）  ＊消印有効  

３．対  象  

  御殿場市商工会員事業所かつ、食品の製造又は販売を行う事業者に義務付けられる法律を遵守している 

  事業所で実際に販売している食品及び店舗内で提供される飲食物で、下記基準の①～③のいずれか 

  １項目以上、及び④にあてはまる食品等を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．申請方法および申請書類  

１ 申請書 
①ご記入のうえ、窓口・メールいずれかにてご提出願います。 
*提出された書類等は返却出来ません。 

２ 画像データ ①申請品の画像データは右記へ送付願います   メール：gskk@aqua.ocn.ne.jp  

３ 参考資料等 

①食品表示法に基づき、ラベル貼付義務のある食品はラベルの画像 
②会社案内、商品カタログ等のＰＲ資料 
③中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認事業所は計画承認書(写) 
農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画認定事業所の方は、計画認定書(写) 

５．申請数  

  申請数に制限はありません。同一品と認められる食品でも、品名の異なる場合は個別申請となります。 
 
６．審査方法と結果通知  

  １２月１６日（火）１４：００～に開催します御殿場こだわり推奨品推進委員会(審査会)にお越し頂き、 

  商品説明、試食、質疑等を実施させて頂きます。審査結果は、後日、郵送にて通知させて頂きます。 

 

７．認定登録期間  

 登録日(申請年度の翌年４月１日)から３年間（今回：令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間） 

 

８．認定登録や更新にかかる経費  

  ①申請手数料   ：10,000 円(税込)／1品 ＊申請時のみ  

  ②年間登録手数料：20,000 円(税込)／1品 ＊毎年 

  ③更新手数料   ：10,000 円(税込)／1品 ＊認定期間更新時(更新希望調査あり) 

 

９．販促・ＰＲ事業  

  認定マーク付与、専用ホームページへの掲載等による支援等 ＊次ページ参照 

 

 

 ①中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認事業所の食品及び店舗内で提供される飲食物  

 ②農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画認定事業所の食品及び店舗内で提供される飲食物  

 ③こだわりをもって御殿場市内で自社製造し、御殿場市内で販売している食品及び店舗内で提供される飲食物  

 ※自社商品として他の事業者に委託・製造、販売は申請事業者の名をもって行っている場合(一般的に OEM と 

 称する手法)は、施設設備を有していなくても対象とする。ただし、加工していない農産物は対象外とする。 

 ④御殿場らしさとして、「自然・歴史・文化・素材・製法・名称・ﾃﾞｻﾞｲﾝ」のいずれか一つ以上のテーマ性が 

 含まれており、御殿場のイメージアップに繋がると思われる商品。  

 



【通年】     

①広報ごてんば こだわり推奨品紹介コーナーへの掲載 ＊毎月 5日号 

②こだわり推奨品ホームページの情報更新 

③リーフレット 市内全戸配布用(6・11 月市内全戸配布)・観光施設・宿泊施設配布用(都度納品) 

④デジタルサイネージ（電子看板）の設置 （アウトレット観光案内所・商工会館） 

⑤こだわり推奨品紹介パネルの設置（商工会館踊り場） 

⑥こだわり推奨品サンプル展示（JR御殿場駅東西通路） 

⑦御殿場市商工会総代会懇親会試食提供 ⇒ 令和 6年度：3品 令和 7年度：2品 

 

【令和６年度】 

⑧こだわり推奨品サンプル品作成 

⑨御殿場市経済交流交歓会 試食 3品提供(令和 7 年 1月 9日 御殿場高原ホテル） 

⑩GOTEMBA MIRAI PRJECT 2024 powered by TGC 出演者控室試食提供(令和 7年 3月 22 日 御殿場市民会館) 

⑪酒と食のフェスティバル 景品協賛 3セット（令和 7年 3月 22日 御殿場市民会館） 

⑫αu メタバースへの広告記載(市未来プロジェクト課と共同) 

 

【令和７年度】 

⑬わお！マップ広告掲載 

⑭キティトラベル情報誌 広告掲載 

 

１０．お問合せ先   

  御殿場市商工会 商業係 杉山・遠藤・内田 

  御殿場市萩原５１５ TEL：８３－８８２２ FAX：８４－０６０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．お問合せ先   

  御殿場市商工会（御殿場市萩原５１５） 商業係 杉山・遠藤・内田 

  TEL：８３－８８２２ FAX：８４－０６０５ 

 

 



令和７年１１月  日 

  御殿場こだわり推奨品推進委員会 

  委員長 髙 橋 史 郎  様 

 

御殿場こだわり推奨品 Ver.2 認定申請書 
  

御殿場こだわり推奨品募集要項に基づき、推奨品として認定を受けたいので下記の通り申請します。 

  

１．申請事業者 （申請書は内容確認及び事務連絡等に使用し、第三者に開示されることはありません。） 

事業所名  屋号  

所在地 〒412－【      】御殿場市 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ＵＲＬ  E-mail  

担当者役職  担当者氏名  

  

２．申請品 （２品以上申請の場合は、お手数ですがコピーをお取り頂き個別に申請してください。）  

ふ り が な   

申 請 品 名   

包 装 単 位 

1 商 品 あ た り 
□①【     】(g･ml)･ □②【     】個入 

標 準 小 売 価 格 【      】円・【税込・税別】 

販 売 方 法 及 び 

主 な 販 売 場 所 

□自社販売   ⇒ □本店のみ・□本店+支店(  )店 

□卸・委託販売 ⇒ 納品先【                     】 

□ＥＣサイト  ⇒ □自社サイト・□他社サイト【           】 

□その他    ⇒ 【                      】 

製 造 方 法 ・ 量 
□自社製造 

□委託製造 ＊委託先名称【                  】 

販 売 実 績 年間：約【      】（個・箱・袋・g・ml）・約【      】円 

保 存 方 法 □常温 ・ □要冷蔵 ・ □要冷凍 ・ □その他【          】 

賞 味 期 限 製造(日･時)から【   】（時間・日・週間・月・年）・その他【      】 

申 請 品 の 特 徴 
＊商品のこだわりに 

ついてご記載ください。 

 

御 殿 場 ら し さ 

＊要項４．④参照 

＊該当区分に○と 

 理由について記載 

 御殿場らしさ ⇒ 【 自然 ・ 歴史 ・ 文化 ・ 素材 ・ 製法 ・ 名称 ・ ﾃﾞｻﾞｲﾝ 】 

【該当項目の説明】 

 

申請品の受賞歴等  

３．添付書類 

 【必須】   □ 申請品を撮影した画像データ（送付先アドレス gskk@aqua.ocn.ne.jp） 

 【必須】   □ 食品表示法に基づき、ラベル貼付義務のある食品はラベルの画像 

 【該当社のみ】□ 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認事業所は、計画承認書（写） 

 【該当社のみ】□ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画認定事業所は、計画認定書（写） 

 【任意】   □ その他提出書類（会社案内、商品チラシ、カタログ、ＰＲ資料等）     

＊処理欄 
認定の可否 可決・否決 認定番号  


